
提

出

者

佐

藤

謙

一

郎

平
成
十
五
年
六
月
十
日
提
出

質

問

第

九

七

号

Ｐ
Ｏ
Ｐ
ｓ
系
農
薬
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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Ｐ
Ｏ
Ｐ
ｓ
系
農
薬
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
十
四
年
八
月
三
十
日
に
「
残
留
性
有
機
汚
染
物
質
に
関
す
る
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
条
約
」
（
Ｐ
Ｏ
Ｐ
ｓ
条
約
）
が
閣
議
決

定
さ
れ
ま
し
た
。
同
条
約
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
Ｐ
Ｏ
Ｐ
ｓ
系
農
薬
は
、
日
本
で
は
、
現
在
、
使
用
さ
れ
て
い
な
い
か
、
一
度
も

使
用
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
も
の
で
す
。
し
か
し
、
過
去
に
お
い
て
使
用
さ
れ
、
そ
の
後
販
売
禁
止
・
使
用
規
制
さ
れ
た
Ｐ
Ｏ
Ｐ

ｓ
系
農
薬
が
、
一
九
七
一
年
に
、
農
林
省
の
指
示
で
、
埋
設
処
理
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
Ｐ
Ｏ
Ｐ
ｓ
の
一
種
ダ
イ
オ
キ
シ
ン

を
含
む
農
薬
で
あ
る
、
�，

�，

�－

Ｔ，

Ｃ
Ｎ
Ｐ
、
Ｐ
Ｃ
Ｐ
、
Ｐ
Ｃ
Ｎ
Ｂ
（
い
ず
れ
も
登
録
失
効
）
の
農
薬
が
省
令
で
販
売

禁
止
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
う
ち
、
一
九
七
一
年
に
林
野
庁
の
指
示
で
埋
設
処
理
さ
れ
た
�，

�，

�－

Ｔ
系
農
薬

に
つ
い
て
は
、
同
庁
が
一
九
八
四
年
に
埋
設
個
所
の
所
在
場
所
を
調
査
・
公
表
し
、
そ
の
後
、
目
視
調
査
や
、
定
点
の
環
境
調

査
が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
Ｃ
Ｎ
Ｐ
は
一
九
九
九
年
に
、
Ｐ
Ｃ
Ｐ
と
Ｐ
Ｃ
Ｎ
Ｂ
は
、
二
〇
〇
一
年
四
月
に
、
農
水
省
が

回
収
を
指
導
し
て
い
ま
す
。

一
方
、
埋
設
処
理
さ
れ
た
Ｐ
Ｏ
Ｐ
ｓ
系
農
薬
に
つ
い
て
は
、
農
水
省
が
二
〇
〇
一
年
に
実
態
調
査
を
実
施
し
、
同
年
十
二
月

に
、
結
果
が
都
道
府
県
別
一
覧
表
の
か
た
ち
で
発
表
さ
れ
、
全
国
一
七
四
個
所
に
約
三
七
〇
〇
ト
ン
の
農
薬
が
埋
設
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
同
月
、
環
境
省
か
ら
は
、
埋
設
農
薬
調
査
・
掘
削
等
暫
定
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
公
表

一



さ
れ
、
自
治
体
又
は
農
協
等
が
事
業
主
体
と
な
り
、
調
査
・
掘
削
・
保
管
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
以
下
の
点
を
お
尋
ね
し
ま
す
の
で
、
回
答
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

（
�
）

Ｐ
Ｏ
Ｐ
ｓ
条
約
の
第
六
条
に
は
、
「
ス
ト
ッ
ク
パ
イ
ル
及
び
廃
棄
物
か
ら
生
ず
る
排
出
を
削
減
し
又
は
廃
絶
す
る

た
め
の
措
置
」
の
条
項
が
あ
り
、
Ｐ
Ｏ
Ｐ
ｓ
系
農
薬
や
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
含
有
農
薬
の
廃
棄
物
や
回
収
物
に
つ
い
て

も
、
適
切
な
処
理
を
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

過
去
に
お
い
て
農
水
省
の
指
示
で
埋
設
さ
れ
た
り
、
す
で
に
回
収
さ
れ
て
い
る
も
の
、
さ
ら
に
、
現
在
、
農
家
が

保
有
し
て
い
る
Ｐ
Ｏ
Ｐ
ｓ
系
農
薬
等
に
つ
い
て
、
今
後
、
ど
の
よ
う
に
処
理
な
さ
れ
る
の
か
、
考
え
を
お
示
し
く
だ

さ
い
。

（
�
）

Ｐ
Ｏ
Ｐ
ｓ
条
約
第
十
条
に
は
、
「
残
留
性
有
機
汚
染
物
質
に
関
す
る
す
べ
て
の
入
手
可
能
な
情
報
を
公
衆
に
提
供

す
る
こ
と
。
」
と
の
条
項
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
農
水
省
が
二
〇
〇
一
年
十
二
月
に
公
表
し
た
Ｐ
Ｏ
Ｐ
ｓ
系
埋
設

処
理
実
態
調
査
結
果
で
は
、
都
道
府
県
別
薬
剤
別
数
量
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
だ
け
で
、
埋
設
場
所
の
所
在
等
が
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

所
在
地
名
を
公
表
し
た
上
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
の
埋
設
状
況
を
明
ら
か
に
し
て
く
だ
さ
い
。 二



（
�
）

二
〇
〇
一
年
以
後
、
農
薬
埋
設
個
所
で
環
境
調
査
等
が
実
施
さ
れ
た
と
こ
ろ
は
、
ど
こ
で
、
そ
の
結
果
は
い
か
よ

う
な
も
の
で
し
た
か
、
そ
の
内
容
を
お
示
し
く
だ
さ
い
。
分
析
デ
ー
タ
な
ど
が
あ
れ
ば
、
埋
設
個
所
毎
に
、
わ
か
り

や
す
く
、
お
示
し
く
だ
さ
い
。

（
�
）

前
記
調
査
し
た
個
所
の
う
ち
、
農
薬
の
漏
洩
な
ど
が
確
認
さ
れ
、
掘
削
・
保
管
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の

は
、
ど
こ
で
す
か
。

環
境
省
が
二
〇
〇
一
年
十
二
月
に
発
表
し
た
「
埋
設
農
薬
調
査
・
掘
削
等
暫
定
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
で
は
、
周
辺
住
民

に
掘
削
作
業
内
容
を
周
知
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
ま
す
。
地
元
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
ま
す

か
。
ま
た
、
具
体
的
な
埋
設
場
所
、
埋
設
状
況
、
環
境
調
査
結
果
、
埋
設
農
薬
数
量
、
今
後
の
保
管
計
画
、
処
理
計

画
を
お
示
し
く
だ
さ
い
。

（
�
）

二
〇
〇
一
年
の
農
水
省
発
表
以
後
、
判
明
し
た
Ｐ
Ｏ
Ｐ
ｓ
系
農
薬
の
埋
設
個
所
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
そ
の
所
在
地

毎
に
農
薬
種
類
別
数
量
、
埋
設
状
況
を
お
示
し
く
だ
さ
い
。

（
�
）

農
水
省
が
実
施
し
て
い
る
Ｐ
Ｏ
Ｐ
ｓ
系
埋
設
農
薬
や
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
含
有
農
薬
の
処
理
技
術
の
開
発
状
況
に
つ
い

て
、
検
討
機
関
名
、
検
討
内
容
と
検
討
結
果
を
お
示
し
く
だ
さ
い
。

三



（
�
）

昨
年
九
月
に
、
環
境
省
が
Ｐ
Ｏ
Ｐ
ｓ
対
策
検
討
会
で
提
示
し
た
資
料
「
農
家
段
階
で
の
Ｐ
Ｏ
Ｐ
ｓ
農
薬
等
の
保
管

実
態
に
か
か
る
モ
デ
ル
調
査
」
に
よ
る
と
、
「
�
一
〜
二
％
程
度
の
農
家
が
現
在
も
Ｐ
Ｏ
Ｐ
ｓ
農
薬
を
保
管
し
て
い

る
可
能
性
が
あ
る
。
�
Ｐ
Ｏ
Ｐ
ｓ
農
薬
を
保
管
し
て
い
る
農
家
は
、
平
均
で
一
戸
あ
た
り
一
ｋ
ｇ
程
度
と
考
え
ら
れ

る
。
」
と
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

す
で
に
、
農
薬
業
界
や
自
治
体
、
農
業
団
体
の
中
に
は
、
農
家
手
持
ち
の
残
・
廃
農
薬
の
回
収
を
実
施
し
て
い
る

と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
、
回
収
団
体
毎
に
、
回
収
結
果
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
を
お
示
し
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
回
収

さ
れ
た
農
薬
の
中
に
は
、
ど
の
程
度
Ｐ
Ｏ
Ｐ
ｓ
系
農
薬
及
び
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
含
有
農
薬
が
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
か
。

Ｐ
Ｏ
Ｐ
ｓ
系
農
薬
や
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
含
有
農
薬
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
の
保
管
及
び
処
理
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に

さ
れ
て
い
ま
す
か
。

（
�
）

昨
年
発
覚
し
た
無
登
録
農
薬
の
中
で
、
最
も
数
量
が
多
か
っ
た
の
は
、
Ｐ
Ｃ
Ｎ
Ｂ
で
す
が
、
回
収
さ
れ
た
無
登
録

製
剤
の
中
の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
含
有
量
は
〇
・
九
七
〜
三
・
四
ｎ
ｇ－

Ｔ
Ｅ
Ｑ
／
ｇ
と
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
分
析
結
果

に
つ
い
て
、
異
性
体
別
の
実
測
値
を
お
示
し
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
回
収
さ
れ
た
登
録
及
び
無
登
録
の
Ｐ
Ｃ
Ｎ
Ｂ
製
剤
数
量
、
保
管
状
況
及
び
処
理
状
況
に
つ
い
て
、
該
当
都

四



道
府
県
別
に
お
示
し
く
だ
さ
い
。

（
�
）

�，

�，

�－

Ｔ
の
埋
設
個
所
の
状
況
に
つ
き
、
最
近
十
年
の
調
査
結
果
を
、
埋
設
個
所
毎
に
明
ら
か
に
し
て
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
Ｐ
Ｏ
Ｐ
ｓ
条
約
の
閣
議
決
定
を
踏
ま
え
、
埋
設
さ
れ
た
�，

�，

�－

Ｔ
の
処
理
を
今
後
ど
う
す

る
か
、
お
考
え
を
お
示
し
く
だ
さ
い
。

（
��
）

農
薬
取
締
法
第
一
条
の
三
に
「
農
林
水
産
大
臣
は
、
農
薬
に
つ
き
、
そ
の
種
類
ご
と
に
、
含
有
す
べ
き
有
効
成
分

の
量
、
含
有
を
許
さ
れ
る
有
害
成
分
の
最
大
量
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
の
規
格
（
以
下
「
公
定
規
格
」
と
い

う
。
）
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
い
う
条
文
が
あ
り
ま
す
。

農
薬
中
の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
含
有
量
に
つ
い
て
、
公
定
規
格
を
設
定
す
べ
き
と
考
え
ま
す
が
、
い
か
が
お
考
え
で
す

か
。

（
��
）

Ｐ
Ｏ
Ｐ
ｓ
系
農
薬
で
あ
る
ド
リ
ン
系
薬
剤
は
、
作
物
残
留
性
や
土
壌
残
留
性
が
大
で
、
登
録
が
失
効
し
て
四
半
世

紀
を
経
る
現
在
も
、
い
ま
だ
、
キ
ュ
ウ
リ
等
へ
の
残
留
が
み
ら
れ
、
基
準
値
を
超
え
る
場
合
が
、
し
ば
し
ば
あ
り
ま

す
。
最
近
で
も
、
東
京
都
多
摩
地
区
や
山
形
県
な
ど
で
、
キ
ュ
ウ
リ
や
そ
の
栽
培
土
壌
に
、
デ
ィ
ル
ド
リ
ン
等
が
検

出
さ
れ
て
い
ま
す
。
同
剤
は
、
一
九
八
一
年
に
、
化
学
物
質
審
査
製
造
等
規
制
法
で
「
特
定
化
学
物
質
」
の
指
定
を

五



受
け
る
ま
で
、
家
庭
用
殺
虫
剤
や
シ
ロ
ア
リ
防
除
剤
と
し
て
も
使
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
農
耕
地
に
お
け
る
ド
リ
ン

剤
汚
染
原
因
を
究
明
し
、
そ
の
除
去
及
び
農
作
物
へ
の
残
留
を
な
く
す
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
施
策
を
す
す
め
て
お

ら
れ
ま
す
か
。

右
質
問
す
る
。

六


